
1 保育園清掃および環境整備業務
瀬戸市古瀬戸保育園、品野西保育園、原山保育園における清掃お
よび環境整備業務

H29.4.1
園内の清掃および樹木の剪定や草刈り等の環境整備業務を作業内容に合
わせて柔軟に作業員を配置でき、高齢者の就業の安定その他福祉を行う団
体、かつ地方自治法施行令１６７条の２第１項第３号に該当するもの。

こども家庭課

2
愛環中水野駅　駅前駐車場施錠
管理業務委託

愛環中水野駅の施錠管理を委託するもの。 H29.4.1

高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は
軽易な業務を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉を行う
団体、かつ地方自治法施行令167条の２第1項第3号に該当するも
の。

維持管理課

3
資源リサイクルセンター資源物受
入及び清掃業務委託

資源リサイクルセンターにおける資源物受入及び施設清掃業務 H29.4.3

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定による。
①　当該業務の内容が高年齢退職者の希望に応じた就業となる
ものであり、日常生活に密着している。
②　短時間的な就業形態をとるため、高年齢退職者の就労機会
の確保と生きがいや、社会参加の推進を図ることができる。
　以上のことから、上記業者を選定した。

環境課　資源リサイクル
センター

4 駐輪場管理業務委託 市内駐輪場における自転車・バイクの整理業務 H29.4.1
高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易な業務
を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉を行う団体、かつ地方自治法
施行令167条の２第1項第3号に該当するもの。

維持管理課

5 駅前広場施設等清掃業務委託

愛知環状鉄道、名古屋鉄道の各駅広場（瀬戸口駅・瀬戸市駅・
尾張瀬戸駅）及び瀬戸市駅前連絡橋（エレベーター含む）及び
瘤木町地下道の清掃、除草等作業を行う業務
瀬戸市駅前・中水野駅前・山口駅前・尾張瀬戸駅前・しなのバ
スセンターの各トイレの清掃を行う業務

H29.4.1
高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易な業務
を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉を行う団体、かつ地方自治法
施行令167条の２第1項第3号に該当するもの。

維持管理課

6 愛・パーク管理業務委託
愛・パーク（瀬戸万博記念公、あじさい公園）及び管理棟における草
刈、清掃等の管理業務

H29.4.1
 業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽易な
業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する
もの。

　維持管理課

7 瀬戸川緑地草刈業務委託 瀬戸川緑地および日溜りの丘における草刈、低木刈込等の業務 H29.6.12
 業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽易な
業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する
もの。

　維持管理課

8 菱野団地緑地草刈業務委託 菱野団地内の緑地における草刈業務 H29.6.13
 業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽易な
業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する
もの。

　維持管理課

9
陶祖公園外２公園　低木刈込等業
務委託

陶祖公園、南公園、さくら公園における公園内の低木刈込及び人力
草抜き業務

H29.7.20
 業務の円滑な実施と、高年齢者等の雇用の安定を図るため、または軽易な
業務を提供でき、かつ地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する
もの。

　維持管理課

10  小学校植木剪定業務 市立小学校１７校の植木剪定業務 H29.12.12
高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易な業務
を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉を行う団体、かつ地方自治法
施行令167条の２第1項第3号に該当するもの。

学校教育課

11  小学校植木剪定業務 市立中学校８校の植木剪定業務 H29.12.12
高齢者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的な就業、又は軽易な業務
を提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉を行う団体、かつ地方自治法
施行令167条の２第1項第3号に該当するもの。

学校教育課

12 市有地環境整備業務委託
市内に存在する財政課所管の市有地のうち、草が生い茂り環境衛生
上又は交通安全上支障のある６３か所について、除草作業を実施す
るもの。

H30.6.15

高齢者の希望に応じた就業で、臨時かつ短期的な就業、又は軽易な業務を
提供でき、高齢者の就業の安定その他福祉の増進に関する事業を行う団
体、かつ地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する市内唯一
の団体であるため。

財政課

No. 件　　名 契約の内容 契約の相手方の選定基準 担当課名

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号に該当する契約について、瀬戸市契約規則第２６条の２第１号の規定に基づき以下のとおり公表します。（契約前）

契約予定日


